
福島県経営環境改善保証制度要綱  

 

 

１  目  的 

  この制度は、既存借入金を借換又は一本化することによって、県内中小企業の

資金繰りの緩和と財務体質の改善を図ることを目的とする。  

 

２  要  領 

 (1) 取扱金融機関  

県内の普通銀行、信用金庫、信用組合、株式会社商工組合中央金庫、ふく

しま未来農業協同組合、福島さくら農業協同組合、夢みなみ農業協同組合、

東西しらかわ農業協同組合及び会津よつば農業協同組合  

 

 (2) 融資の条件  

   ①  融資の対象  

       県内に事業所を有する中小企業者で、福島県信用保証協会（以下「保証

協会」という。）の保証を利用しており、かつ、当該保証付き借入金の借

換又は一本化等による資金繰りの緩和を図ることによって、財務体質の改

善が期待される者。  

          ただし、セーフティネット保証制度（中小企業信用保険法第１２条の規

定に基づく経営安定関連保証）を利用する場合は、中小企業信用保険法第

２条第５項の規定に基づく特定中小企業者であると認められた者。  

 

   ②  資金使途  

     運転資金  

 

   ③  借換又は一本化等の要件  

     借換又は一本化等ができる既存借入金は、原則として保証付き借入金

（追認保証制度の特別追認を除く。）とする。  

     ただし、複数金融機関間の保証付き借入金を一本化する場合、本資金に

より借入を継続する金融機関以外の金融機関における保証付きでない借入

金については、一本化の対象に含めることができるものとする。  

 

   ④  融資限度額  

     ５，０００万円  

 

   ⑤  融資期間  

     １５年以内（うち据置期間 1 年以内）  

         ただし、セーフティネット保証制度を利用する場合は、  

     １０年以内（うち据置期間１年以内）  

 

   ⑥  返済方法  

     分割返済とする。  

 

 



   ⑦  融資利率  

     金融機関所定利率  

 

   ⑧  保証人及び担保  

     法人、組合の場合  原則として連帯保証人１名以上とし、必要により担  

保を徴する。  

         個人の場合     必要により連帯保証人、担保を徴する。  

 

   ⑨  信用保証料率  

         必ず信用保証協会の保証付きとする。（責任共有制度対象）  

     ただし、セーフティネット保証を利用する場合で、中小企業信用保険法

第２条第５項第１号から第４号及び第６号のいずれかの事由により認定を

受けた特定中小企業者は責任共有制度の対象除外とする。  

     福島県信用保証協会が定める基本保証料率に応じて、融資額に対する年

間の信用保証料率を下記のとおりとする。  

 
区  分 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

 信用保証協会 
 基本保証料率 
（責任共有保証料率） 

 
1.90% 
 

 
1.75% 
 

 
1.55% 
 

 
1.35% 
 

 
1.15% 
 

 
1.00% 
 

 
0.80% 
 

 
0.60% 
 

 
0.45% 
 

 県制度信用保証料率 
 （一般制度） 
 

 
1.60% 
 

 
1.50% 
 

 
1.35% 
 

 
1.20% 
 

 
1.05% 
 

 
1.00% 
 

 
0.80% 
 

 
0.60% 
 

 
0.45% 
 

 

セーフティネット保証の場合 年 0.70％（第 1～4、6 号）  

年 0.65％（第 5、7、8 号）  

 

     ただし、福島県信用保証協会の定めにより、会計参与設置会社について

は年 0.1％、有担保保証は年 0.1％（セーフティネット保証は除く）そ

れぞれ割引いた料率が適用される。  

 

 (3) 融資取扱期間  

    令和９年３月３１日貸付実行分までとする。  

 

(4) 期中支援  

①  申込中小企業者が、中小企業信用保険法第２条第５項第５号の特定中小

企業者であって、信用保証協会から保証承諾を受けた場合は、取扱金融機

関は、半年に一度、信用保証協会に対して業況報告書（別紙様式）を提出

するものとする。ただし、申込中小企業者に対する保証金額が１，２５０

万円以下であるとき、保証期間が１年以内であるとき及び平成３０年４月

１日以降に保証申込受付したものはこの限りでない。なお、取扱金融機関

が業況報告書を提出しなかった場合は、当該案件にかかる代位弁済請求を

行う時にその理由を記載した書面を提出するものとする。  

 

②  申込中小企業者が、中小企業信用保険法第２条第５項第４号（新型コロ  

ナウイルス感染症に係るものに限る。）の特定中小企業者であって、信用

保証協会から保証承諾を受けた場合、取扱金融機関は、貸付を実行した日



から５年にわたり、モニタリングを行うものとする。取扱金融機関は、半

期に一度、信用保証協会に対し、モニタリング内容を電子媒体で報告する

ものとする。ただし、半期末時点における中小企業者の直前の決算が償却

前経常利益黒字かつ資産超過である場合、当該中小企業者に係る報告内容

の記載を省略することができる。取扱金融機関が報告を行わなかった場合

は、当該案件に係る代位弁済請求を行う時にその理由を記載した書面を提

出するものとする。  

 

  附  則 
 １  この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。  
 ２  改正前の福島県長期安定資金融資制度要綱（経営環境改善枠）に基づき融資

された資金については、なお、従前の例による。  
  附  則 
 １  この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。  
 ２  改正前の福島県経営環境改善保証制度要綱に基づき融資された資金について

は、なお、従前の例による。  
  附  則 
 １  この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。  
 ２  改正前の福島県経営環境改善保証制度要綱に基づき融資された資金について

は、なお、従前の例による。  
  附  則 
 １  この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。  
 ２  改正前の福島県経営環境改善保証制度要綱に基づき融資された資金について

は、なお、従前の例による。  
  附  則 
 １  この要綱は、平成１９年１０月１日から施行する。  
 ２  改正前の福島県経営環境改善保証制度要綱に基づき融資された資金について

は、なお、従前の例による。  
  附  則 
 １  この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。  
 ２  改正前の福島県経営環境改善保証制度要綱に基づき融資された資金について

は、なお、従前の例による。  
  附  則 
 この要綱は、平成２０年１０月１日から施行する。  
  附  則 
 １  この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。  
 ２  改正前の福島県経営環境改善保証制度要綱に基づき融資された資金について

は、なお、従前の例による。  
  附  則 
 １  この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。  
 ２  改正前の福島県経営環境改善保証制度要綱に基づき融資された資金について

は、なお、従前の例による。  
  附  則 
 １  この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。  
 ２  改正前の福島県経営環境改善保証制度要綱に基づき融資された資金について

は、なお、従前の例による。  

    附  則 

 １  この要綱は、平成２３年６月１日から施行する。  
 ２  改正前の福島県経営環境改善保証制度要綱に基づき融資された資金について

は、なお、従前の例による。  

  附  則 

 １  この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。  
 ２  改正前の福島県経営環境改善保証制度要綱に基づき融資された資金について

は、なお、従前の例による。  

  附  則 

 １  この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。  



 ２  改正前の福島県経営環境改善保証制度要綱に基づき融資された資金について
は、なお、従前の例による。  

附  則 

 この要綱は、平成２５年９月２０日から施行する。  

附  則 

 １  この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。  
 ２  改正前の福島県経営環境改善保証制度要綱に基づき融資された資金について

は、なお、従前の例による。  

附  則 

 １  この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。  
 ２  改正前の福島県経営環境改善保証制度要綱に基づき融資された資金について

は、なお、従前の例による。  

附  則 

 １  この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。  
 ２  改正前の福島県経営環境改善保証制度要綱に基づき融資された資金について

は、なお、従前の例による。  

附  則 

 １  この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 
 ２  改正前の福島県経営環境改善保証制度要綱に基づき融資された資金について

は、なお、従前の例による。  
附  則  

 １  この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。  
 ２  改正前の福島県経営環境改善保証制度要綱に基づき融資された資金について

は、なお、従前の例による。ただし、改正後の要綱２ (2)⑧については、この
限りではない。  
附  則  

 １  この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。  
 ２  改正前の福島県経営環境改善保証制度要綱に基づき融資された資金について

は、なお、従前の例による。ただし、改正後の要綱２ (2)⑧については、この
限りではない。  
附  則  

 １  この要綱は、令和２年４月１日から施行する。  
 ２  改正前の福島県経営環境改善保証制度要綱に基づき融資された資金について

は、なお、従前の例による。ただし、改正後の要綱２ (2)⑧については、この
限りではない。  
附  則  

 １  この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  
 ２  改正前の福島県経営環境改善保証制度要綱に基づき融資された資金について

は、なお、従前の例による。ただし、改正後の要綱２ (2)⑧については、この
限りではない。  
附  則  

 １  この要綱は、令和４年４月１日から施行する。  
 ２  改正前の福島県経営環境改善保証制度要綱に基づき融資された資金について

は、なお、従前の例による。ただし、改正後の要綱２ (2)⑧については、この
限りではない。  
附  則  

 １  この要綱は、令和４年１０月１日から施行し、令和４年１０月１日保証申込
受付分から適用する。  

 ２  改正前の福島県経営環境改善保証制度要綱に基づき融資された資金について
は、なお、従前の例による。ただし、改正後の要綱２ (2)⑧については、この
限りではない。  
附  則  

 １  この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 
 ２  改正前の福島県経営環境改善保証制度要綱に基づき融資された資金について

は、なお、従前の例による。ただし、改正後の要綱２ (2)⑧については、この
限りではない。  
附  則  

 １  この要綱は、令和６年４月１日から施行する。  



 ２  改正前の福島県経営環境改善保証制度要綱に基づき融資された資金について
は、なお、従前の例による。ただし、改正後の要綱２ (2)⑧については、この
限りではない。  
附  則  

 １  この要綱は、令和７年４月１日から施行する。  
 ２  改正前の福島県経営環境改善保証制度要綱に基づき融資された資金について

は、なお、従前の例による。ただし、改正後の要綱２ (2)⑧については、この
限りではない。  
附  則  

 １  この要綱は、令和８年４月１日から施行する。  
 ２  改正前の福島県経営環境改善保証制度要綱に基づき融資された資金について

は、なお、従前の例による。  
 
 


